
平成３０年１２月１７日 

  

  

関 係 団 体  様 

 

 

長崎県土木部 

建設企画課長 

 

工事現場における週休 2 日の取り組みの拡大について 

 

長崎県においては、平成２７年度から週休２日モデル工事の試行に取り組んできており

ますが、建設業の働き方改革を加速化させるために、長崎県土木部発注工事において設計

金額１，０００万円以上の工事は、原則全て週休２日の「受注者希望型」対象工事とし、

下記のとおり扱うこととしましたのでお知らせします。  

 建設産業の中長期的な担い手確保・育成につながる取り組みですので、各会員へ周知し、

積極的に取り組んでいただきますようよろしくお願いします。 

  

記 

 

１．要  領：H３０年度 週休２日モデル工事の試行要領（H30.12.17 改訂版） 

 

２．適用時期：平成３１年１月以降発注する工事 

 

３．対象工事：設計金額１，０００万円以上の請負工事（特記仕様書に明示します） 
       ※災害復旧工事、工場製作工等の工事および供用を控える等工期に制約が

ある工事は除く。 

 

４．入札方式：一般競争入札（総合評価落札方式含む）および指名競争入札 

 

５．経費割増：４週６休以上が達成できれば、国に準じた補正を行う 
       ※港湾漁港積算基準および空港請負工事積算基準による工事は４週８休 

以上達成した場合に補正する。 

 

６．成績評価：週休２日の達成状況に応じ、別途加点を行う 
       ※週休２日を実施し、未達成でも減点なし。 

 

７．そ の 他：添付のチラシを参照ください 

 

土木部 建設企画課 技術基準班 

ＴＥＬ：095-894-3025（直通） 

Email：kijyun@pref.nagasaki.lg.jp 



長崎県土木部は、平成27年度から取り組んでいる週休２日モデル工事を、建設業の

働き方改革を加速化するため、原則全ての1千万円以上※１の工事に拡大します。

４週８休達成時には、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費を最
⼤5%割増します。不測の事態が⽣じ４週８休未達成でも４週７休⼜は４週６休
以上の達成に応じて経費の割増を⾏ないます。なお、受注者は施⼯計画書提出
前までに、週休２⽇に取り組むことを宣⾔する必要があります。

祝⽇、年末年始、夏季休暇は休⽇に組み込めませんが、⾬天⽇等の気象・海
象による「現場完全閉所」「元請技術者休み」であれば、休⽇に組み込めます。
なお、祝⽇等も代休が確保出来れば現場作業可能です。

当初は「標準⼯期」で発注しますが、契約後、受注者が「必要⼯期」を算出
し、⼯期が不⾜する場合は、発注者と協議を⾏い⼯期変更を⾏います。

週休２⽇達成（４週６休以上）で、成績評定に最⼤３点の加点を⾏ないます。
不測の事態が⽣じ週休２⽇未達成でも減点は⾏ないません。

※１：災害復旧⼯事や⼯場製作⼯等の⼯事は除く

問い合せ先
長崎県 土木部 建設企画課 技術基準班

ＴＥＬ：095-894-3025 （直通）
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